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精神障害者保健福祉手帳の返還については、 
「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」（平成 7 年 9 月 12 日健医発第 1132 号厚生省保健医療局長通知）により 
（１） 本人が政令で定める精神障害の状態がなくなったとき、市町長を経て返還する。 
（２） 都道府県知事が手帳の交付を受けた者について、政令で定める精神障害の状態がなくなったと認めるとき、精神保健指定医 

による診察の結果により、返還を命ずる。 
ことにより行われる。 
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